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平成１６年３月１２日 
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日 程 第 ３   議案第８号   安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得 

または処分に関する条例について 

日 程 第 ４   議案第９号   安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日 程 第 ５   議案第１０号   安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日 程 第 ６   議案第１１号   平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算 

日 程 第 ７   議案第１２号   平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計暫定予算 
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日 程 第 ９   議案第１４号   平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計暫定予算 

日 程 第 1 0   議案第１５号   平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 

暫定予算 

日 程 第 1 1   議案第１６号   平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 1 2   議案第１７号   平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 1 3   議案第１８号   平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 1 4   議案第１９号   平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計暫定予算 

日 程 第 1 5   議案第２０号   平成１６年度安芸高田市飲料水供給事業 
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特別会計暫定予算 

日 程 第 1 6   議案第２１号   平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント 

整備事業特別会計暫定予算 

日 程 第 1 7   議案第２２号   平成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算 
 
 
 ２．出席議員は次のとおりである。（７２名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     土 居 克 之     ４番     山 本   優 

        ５番     岡 山   薫          ６番     田 中 常 洋 

        ７番     前 川 正 昭          ８番     平 林 克 昌 

       ９番         日野原 穂 澄        １０番         平 川 幸 雄 

１１番     加 藤 英 伸        １２番         山  﨑 昭  弘 

      １３番     山 口 康 文        １４番         小  野 剛  世 

     １５番     川 角 一 郎    １６番         竹  田 誠  莊 

     １７番     井 上 尚 文    １８番         高  坂  広  一 

     １９番     新 出 達 夫    ２０番         塚  本    近 

２１番     赤 川 三 郎        ２２番         深  井 達  雄 

      ２３番     三 上 タエ子        ２４番         長  岡  公次郎 

     ２５番     井 上 正 樹    ２６番         宮  田 浩  之 

     ２７番     松 野 俊 寿    ２８番         川  先 悟  郎 

     ３０番     平 岡 正 美    ３１番         秋  広 美  輝 

３２番     川 﨑 三千春        ３３番         西  川 佚  夫 
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      ３４番      中  野 光  雄       ３５番        岡 原 雪 夫 

     ３６番      松  村  ユキミ    ３７番     熊 高 昌 三 

     ３８番      藤  井 昌  之    ３９番         浅 枝 俊 通 

     ４０番      青 原 敏 治    ４１番         金 行 哲 昭 

４２番     杉 原   洋       ４３番         松 川 秀 巳 

      ４４番     大 前 直 行       ４５番         入 本 和 男 

     ４６番     泉   正智代    ４７番         山 本 三 郎 

     ４８番     今 野 仁千六    ４９番         今 村 義 照 

     ５０番     住 広   章    ５１番         佐々木   博 

５２番     玉 川 祐 光       ５３番         西 山 登司教 

      ５４番     井 上 正 文       ５５番         岡 田 正 信 

     ５６番     浮 田 洋 吾    ５７番         山 崎 宅 将 

     ５８番     桑 岡 達 夫    ５９番         望 月   桂 

     ６０番     天 清 斐 雄    ６１番         渡 辺 義 則 

６２番     猪 掛 信 幸       ６３番         高 下 二 郎 

      ６４番     富 田 義 弘       ６５番         吉 村 正 登 

     ６６番     名 川 律 夫    ６７番         宮 本 房 宏 

     ６８番     松 浦 利 貞    ６９番         増 田 静 樹 

     ７０番     中 間 末 雄    ７１番         鳴 石   勧 

７２番        亀 岡   等        ７３番     﨑 岡 典 男 
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   ３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

   ２９番         新 山 勝 義 

 

 

   ４．会議録署名議員 

        ９番     日野原 穂 澄         １0 番    平 川 幸 雄 

 
 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

   市長職務執行者    織 田 邦 夫     教 育 長    是 貞 一 義 

   参 事    小 野  豊     副 収 入 役    藤 川 幸 典         

   総 務 部 長    新 川 文 雄     自治振興部長    田 丸 孝 二 

   市 民 部 長    廣 政 克 行             
福祉保健部長 

兼福祉事務所長    福 田 美 恵 子 

   産業振興部長    清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄 

   消 防 長    村 上  紘     八千代支所長    平 下 和 夫 

   美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則 

   甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸     向 原 支 所 長    益 田 博 志 

   教 育 次 長    水 戸 眞 悟     総 務 課 長    高 杉 和 義 

   財 政 課 長    垣 野 内  壮 

 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（６名） 
   事 務 局 長  増 本 義 宣   事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議 事 調 査 係 長   児  玉  竹  丸    書 記    新 谷 洋 子       
書 記  国 岡 浩 祐   書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯﨑 岡 議 長   おはようございます。 

ただ今の出席議員は７２名です。 

定足数に達していますので、これより平成１６年第１回安芸高田市議会

定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告を行います。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長職務執行者、教育委員長より本定例会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

写しをお手元に配付いたしておりますのでご了承ください。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯﨑 岡 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯﨑 岡 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、９

番日野原穂澄君及び１０番平川幸雄君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯﨑 岡 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開きご協議いただい

ておりますので、その結果について議会運営委員長佐々木博君の報告を求

めます。 

◯佐々木委員長   報告いたします。平成１６年第１回定例会の運営につきまして、去る３

月１１日に議会運営委員会を開き、次のことが決定されましたので報告い

たします。 
まず、会期につきましては、別紙会期日程のとおり本日３月１２日か

ら３月２５日の１４日間といたしました。議事の都合により明日３月１３

日から３月２３日までを休会といたします。本定例会に付議されます案件

は、議案１５件であります。 
なお、議案第１１号から議案第２２号までの１２件は一括し、本日提案

説明を受けた後、質疑を行いたいと思いますが、今回は合併にともなう暫

定予算でありますので質疑は最小限に止めていただき、かつ、簡潔にお願

いいたします。 
その後、１８名で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の

上審査することにいたしました。予算審査特別委員会は、２２日までに終

了するように運営方よろしくお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 
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◯﨑 岡 議 長   お諮りします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は１４日間とすることにご異議

ありませんか。 

〔異議なし〕 

◯﨑 岡 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１４日間と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

議事進行に関する発言 

◯山 﨑 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ５７番、山崎宅将君。 

◯山 﨑 議 員   議長に議事進行についてお伺いします。３月１０日の第１回の臨時会に

おきまして、会議規則の第５４条に反するような発言が多々あったと思い

ます。以後も、このとおりに議事を進行されるのかどうかお伺いします。 

◯﨑 岡 議 長   山崎議員の質問にお答えいたします。 

会議規則によりまして進行させていただきます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３  議案第８号 安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び 

財産の取得または処分に関する条例について 

◯﨑 岡 議 長   日程第３、議案第８号、安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   安芸高田市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   議案第８号の提案理由の説明に入ります前に、本定例会の冒頭にあたり

まして一言ご挨拶を申し上げます。 
本年３月１日をもちまして安芸高田市が発足いたし、先日、記念すべき

初議会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には熱心なご審議の上、

上程申し上げました全ての案件についてご承認をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。また、本日から第１回の定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位には本当にご多忙の中を引き続いてご出席をいただき

誠にありがとうございます。 
本来ならば新年度当初予算の提出にあたりましては、その所信の表明を

すべきでありますが、新市長が決まります間の職務執行者でありますので、

新市長の権限を侵すものと考え、所信表明はさし控えさせていただきます。 
先日の臨時会においても申し上げたところですが、安芸高田市の門出は、

多くの克服すべき課題を抱えております。市議会の真摯な議論の中で、一

つひとつ確実に克服して参りたいと、このように考えておりますので、議

員の皆様方の何分なるお力添えをいただきますようお願いを申し上げま

す。 
本定例会へご提案を申し上げます案件は、議案１５件でございます。予
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算関係につきましては、平成１６年度の暫定予算といたしまして、４月か

ら７月までの４ヶ月間で、基本的には義務的経費あるいは経常経費を予算

計上いたしております。 
何とぞよろしくご審議いただきますようお願いを申し上げまして、ご挨

拶とさせていただきます。 
それでは議案第８号について提案理由のご説明を申し上げます。 
本案は、地方自治法第９６条の規定に基づき議会の議決に付さなければなら

ない工事、または製造の請負に関わる予定価格の基準、また、財産の取得また

は処分に関する予定価格等の基準を定めるものであります。 
以上、よろしくご審議の上、適当なる議決をいただきますようお願い申

し上げます。 
なお、要点説明は総務部長が行います。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは議案第８号の要点についてご説明を申し上げます。 
本案につきましては、地方自治法第９６条の規定に基づき議会の議決に

付さなくてはならない工事等の予定価格の基準を定めるものでございま

す。 
まず、２条におきまして、議会の議決に付さなければならない契約の基

準として、工事又は製造の請負予定価格を１億５千万円以上と定めるもの

でございます。 
次に、第３条にきまして、財産の取得又は処分についての予定価格の基

準を２千万円以上の不動産若しくは動産と定めるものでございます。 

また、土地につきましては１件５千平方メートル以上に限ることを定め

るものでございます。 
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでご

ざいます。 
以上、よろしく願いをいたします。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯﨑 岡 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

◯﨑 岡 議 長   反対討論なしと認めます。 

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 
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〔討論なし〕 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

お諮りいたします。 

これより議案第８号、安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例についての件を、挙手により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

挙手多数です。 

よって、安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例についての件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４  議案第９号 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する 

条例の一部を改正する条例について 

◯﨑 岡 議 長   日程第４、議案第９号、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略します。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   安芸高田市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   議案第９号について、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、地方公営企業労働関係法が改称されたことに伴い、安芸高田市

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正するものであり

ます。 
以上、よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願

いを申し上げます。 
なお、要点説明は総務部長が行います。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第９号、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例につきまして、要点のご説明をいたします。 

本案につきましては、地方公営企業労働関係法が改称されたことに伴い

まして、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を

改正するものでございます。 
内容といたしましては、第１３条中「地方公営企業労働関係法」とあ

りましたものを「地方公営企業等の労働関係に関する法律」と改め、「地

方公営企業労働関係法適用職員等」とありましたものを「地方公営企業等

の労働関係に関する法律適用職員等」に改めるものでございます。 
なお、附則といたしまして、この条例は平成１６年４月１日から施行す
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るものでございます。以上で要点の説明を終わります。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯﨑 岡 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

◯﨑 岡 議 長   反対討論なしと認めます。 

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

◯﨑 岡 議 長   お諮りいたします。 

これより議案第９号、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例についての件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５  議案第１０号 安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関する 

条例の一部を改正する条例について 

◯﨑 岡 議 長   日程第５、議案第１０号、安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関す

る条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   安芸高田市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   議案第１０号について提案理由のご説明を申し上げます。 

本案も、議案第９号と同様に地方公営企業労働関係法が改称されたこと

に伴い、安芸高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改

正するものであります。 
以上、よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願い

申し上げます。 
なお、要点説明は総務部長が行います。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
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◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第１０号、安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、要点のご説明を申し上げます。 
本案につきましては、地方公営企業労働関係法（昭和２７年の法律第２

８９号）が改称されたことに伴いまして、安芸高田市公益法人等への職員

の派遣等に関する条例の一部を改正するものでございます。 
内容といたしましては、第４条中、派遣職員の給与の項目でございます。

「地方公営企業労働関係法(昭和２７年法律第２８９号)第３条第２項」と

ありましたものを「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和２７年

法律第２８９号)第３条第４号」と改めるものでございます。 

なお、附則といたしまして、この条例は平成１６年４月１日から施行す

るものでございます。以上で要点のご説明を終わります。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯﨑 岡 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

◯﨑 岡 議 長   反対討論なしと認めます。 

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

◯﨑 岡 議 長   お諮りいたします。 

これより議案第１０号、安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関する

条例の一部を改正する条例についての件を、挙手により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、議案第１０号、安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関する

条例の一部を改正する条例についての件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６  議案第１１号 平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算 

日程第７  議案第１２号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計 
暫定予算 

日程第８  議案第１３号 平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計暫定予算 
日程第９  議案第１４号 平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計暫定予算 
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日程第１０  議案第１５号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 
暫定予算 

日程第１１  議案第１６号 成１６年度安芸高田市特定環境保全 
公共下水道事業特別会計暫定予算 

日程第１２  議案第１７号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 
特別会計暫定予算 

日程第１３  議案第１８号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 
特別会計暫定予算 

日程第１４  議案第１９号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業  
特別会計暫定予算 

日程第１５  議案第２０号 平成１６年度安芸高田市飲料水供給事業 
特別会計暫定予算 

日程第１６  議案第２１号 平成１６年度安芸高田市 
コミュニティ・プラント整備事業特別会計暫定予算 

日程第１７  議案第２２号 平成１６年度安芸高田市水道事業会計 

暫定予算について 

◯﨑 岡 議 長   この際、日程第６、議案第１１号、平成１６年度安芸高田市一般会計暫

定予算の件から日程第１４、議案第２２号、平成１６年度安芸高田市水道

事業会計暫定予算の件まで１２件を一括議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時２４分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

先程日程第１７を１４と申しました件を訂正いたしまして、日程第１７、

議案第２２号、平成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算の件まで１

２件を一括議題といたします。そういうことに訂正をさせていただきます。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   安芸高田市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   まず議案第１１号でございますが、本案は地方自治法第２１８条第２項

の規定により平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算の調整

をしましたので、議会の議決をお願いするものでございます。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ６６億３千７３７万１千円とする

ものでございます。また、一時借入金につきましては借り入れの最高限度

額を２０億円と定めております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決をいただきますようお願いを申し上

げます。要点説明等は、総務部長で行います。 
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次に議案第１２号、本案も同様に国民健康保険特別会計に関わります平

成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算について、議会の議決を

お願いするものでございます。 

予算の総額は､歳入歳出それぞれ１０億４千１５１万７千円とするもの

であります。また、一時借入金につきましては借り入れの最高額を５億円

と定めたものであります。 

よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願いを申し

上げます。なお要点説明は、福祉保健部長が行います。 

続いて議案第１３号、本案も同様に老人保険特別会計に関わります平成

１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算について、議会の議決をお

願いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ１９億２千１０万９千円とするも

のであります。また、一時借入金については借り入れの最高額を５億円と

定めるものであります。 

よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願いを申し

上げます。なお要点説明等は、福祉保健部長が行います。 

次は議案第１４号、本案も同様に介護保険特別会計に関わります平成１

６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算について、議会の議決をお願

いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ７億８千９９４万８千円とするも

のであります。また、一時借入金につきましては借り入れの最高額を３億

円と定めるものであります。 

よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願いを申し

上げます。なお要点説明等は、福祉保健部長が行います。 

次が議案第１５号でございますが、本案も同様に公共下水道事業特別会

計に関わります平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算につ

いて、議会の議決をお願いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ８千３０６万円とするものであり

ます。 

以上、よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願い

を申し上げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

次が議案第１６号でございますが、本案も同様に特定環境保全公共下水

道事業特別会計に関わります平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の

暫定予算について、議会の議決をお願いするものでございます。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ８千７０５万９千円とするもので

あります。 

よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願い申し上

げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

次が議案第１７号でございますが、本案も同様に農業集落排水事業特別

会計に関わります平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算に

ついて、議会の議決をお願いするものであります。 
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暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ１億３千６８８万４千円とするも

のであります。 

よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願い申し上

げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

次が議案第１８号でございますが、本案も同様に浄化槽整備事業特別会

計に関わります平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算につ

いて、議会の議決をお願いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ１億２千５７６万６千円とするも

のであります。 

以上、よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願い

を申し上げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

続いて議案第１９号でございますが、本案も同様に簡易水道事業特別会

計に関わります平成１６年４月から７月までの４ヶ月間の暫定予算につ

いて、議会の議決をお願いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ９千２００万９千円とするもので

あります。また、一時借入金につきましては借り入れの最高額を４千５０

０万円と定めるものであります。 

以上、よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願い

を申し上げます。なお要点説明等は、建設部長が行います。 

続いて議案第２０号でございますが、本案も同様に飲料水供給事業特別

会計に関わります平成１６年４月から７月まで４ヶ月間の暫定予算につ

いて、議会の議決をお願いするものであります。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ２１１万８千円とするものであり

ます。また、一時借入金については借り入れの最高額を１００万円と定め

るのであります。 

以上、よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願い

を申し上げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

続きまして議案第２１号についてでありますが、本案も同様にコミュニ

ティ・プラント整備事業特別会計に関わります平成１６年４月から７月ま

での４ヶ月間の暫定予算について、議会の議決をお願いするものでありま

す。 

暫定予算の総額は､歳入歳出それぞれ１千３８３万６千円とするもので

あります。 

以上、よろしくご審議の上、適切なるご議決をいただきますようお願い

を申し上げます。なお要点説明は、建設部長が行います。 

続いて議案第２２号でございますが、本案も同様に水道事業会計に関わ

ります平成１６年４月から７月まで４ヶ月間の暫定予算について、議会の

議決をお願いするものであります。予算第３条の収益的収入の予定額を９

千９３４万円、収益的支出の予定額を８千１４６万３千円とするものであ

ります。次に予算第４条の資本的収入の予定額を１８９万円、資本的支出

の予定額を１千２９５万２千円とするものであります。 
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以上、よろしくご審議の上、適当なるご議決をいただきますようお願

いを申し上げます。なお要点説明は、公営企業部長が行います。 

以上、平成１６年度の暫定予算をご提案申し上げましたが、ご承知の

ように３月９日に臨時議会を招集いたしまして、３日間おいての３月の本

定例会でございます。本当に部長をはじめ各職員は、昼夜をわかたず本予

算の計上については大変な努力をしてくれました。私の方からも非常に感

謝を申し上げておりますが、万全を期しての予算提案と、このように暫定

予算ではございますが捉えております。何とぞ慎重なるご審議をいただき

ますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきま

す。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、各担当部長から順次要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは、平成１６年度安芸高田市の一般会計暫定予算の要点のご説明

をいたします。 

まず、暫定予算の編成方針と申しましょうか、基本的な考え方のご説明

をさせていただきたいと思っております。４月から７月までの４ヶ月間に

わたります、その間義務的経費必要と見込まれます義務的経費を中心に編

成をさせていただいたとこでございます。基本的には合併前の協議会の中

で担当ワーキンググループ等の予算関係を協議したかたちのものと、平成

１４年度の決算等も考慮させていただきながらですね、３分の１を今回積

み上げて計上させていただいたところでございます。基本的には、投資的

経費については原則計上をいたしておりません。新市長の政策判断のもと

でですね、計上させていただきたいと思っております。ただし、１５年度

１６年度に係ります債務負担行為に係ります事業につきましてはですね、

これは１６年度の当初におきまして前払いというかたちの中で、契約条項

の中にもうたってある関係上、その部分的には計上をさせていただいてお

るところでございます。 

また、経常経費の中でも委託的な業務、年間を通して委託しなければな

らない委託的業務、そういうものにつきましてはですね、年間の通しの予

算を計上させていただいたところでございます。 

負担金補助金等につきましては、やはりこの予算の節につきましても政

策判断というのもございますので、基本的にはある程度どういうんですか、

即対応しなくてはならないものにつきましてはやってます。計上させてい

ただいておりますけども、基本的には３分の１全額計上ということにはな

っておりませんのでよろしくお願いいたします。 

現新しい新体制の中でですね、事業原課はもとより、実際に執行する立

場で各部の予算編成を４月の中旬等までに積み上げをさせていただきた

いと思っております。新市長の確定によりますかたちの中で査定をですね、

させていただき、そういう新市長の施策判断を盛り込んだ本予算を編成さ
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せていただきたいという考え方を持っております。次回定例会には、そう

いうかたちの中で整理をさせていただき予算の策定をさせていただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今回提案させていた

だきます予算につきましては、４ヶ月間におきます義務的経費の計上でご

ざいますのでどうかよろしくお願いいたします。 

それでは、一般会計に伴います１６年度の暫定予算の説明資料に基づき

まして、概要をですね、ご説明させていただきます。 

まず、7 ページから説明をさせていただきます。基本的には歳入歳出に

おきます事項別明細の説明事項になるわけですが、内容的に項の予算まで

ご説明をさせていただきたいと思っております。 

１０ページをお願いいたします。歳入といたしまして款１の市税でご

ざいます。項１の市民税２億４千８８３万円でございます。項２固定資産

税９億３千３１０万円、項３軽自動車税８千１０５万円、項４市町村たば

こ税４千５０万円、項５入湯税１千１００万円。 

１２ページをお願いします。款の２でございます。地方譲与税項１所得

譲与税１千４４１万１千円、項２自動車重量譲与税４千６７０万円、項３

地方道路譲与税１千６９０万円、以上が地方譲与税でございます。 

次に１３ページでございます。款３利子割交付金、項１利子割交付金１

千円。 

次に款４地方消費税交付金、項１地方消費税交付金１億４千５００万円。 

款５ゴルフ場利用税交付金項１ゴルフ場利用税交付金１千円でござい

ます。 

次１４ページをお願いします。款６自動車取得税交付金項１自動車取得

税交付金１千円でございます。 

款７地方特例交付金項１地方特例交付金５千５７０万円。 

款８地方交付税項１地方交付税４７億１千１３２万１千円。 

次に１５ページでございます。款９交通安全対策特別交付金項１交通安

全対策特別交付金１千円でございます。 

款１０分担金及び負担金、項１分担金６千円でございます。次に項の２

負担金、２の民生費負担金からページ数１６ページをお願いします。教育

費負担金まで１億１千７９９万３千円でございます。 

款１１使用料及び手数料項１で使用料、１７ページで教育施設使用料ま

で１億１千３３０万５千円でございます。項２手数料でございます。総務

手数料からページ数１８ページ次ページお願いします。消防手数料まで４

千７２２万９千円でございます。 

款１２国庫支出金項１国庫負担金、１９ページで１万７千円でございま

す。項２国庫補助金、２の民生費国庫補助金からページ数の次ページ２０

ページでございますが、６の教育費国庫補助金まで１万３千円でございま

す。項３委託金、次ページで８千円でございます。 

款１３県支出金項１県負担金１万５千円でございます。 

次に２２ページでございます。県補助金総務費県補助金からページ数２
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６ページまでお願いします。各部門に分かれます県の補助金部分を計上さ

せていただいております。２６ページで７万５千円でございます。項３委

託金、次ページの２７ページの１万９千円でございます。 

款１４財産収入項１財産運用収入、１の財産貸付収入から次のページの

２８ページでございます。１万７千円を計上しております。項２財産売払

収入でございますが２千円の計上でございます。 

款１５寄附金項１寄附金１千円でございます。 

２９ページ款１６繰入金項１特別会計繰入金３９０万６千円でござい

ます。項２財産区繰入金１千円でございます。 

次の３０ページをお願いします。項３基金繰入金１千円でございます。 

款の１７繰越金項１繰越金１千円でございます。 

款１８諸収入項１延滞金、加算金及び過料６万１千円でございます。３

１ページで項２市預金利子で１千円でございます。項３貸付金元利収入２

千９３９万３千円でございます。 

次のページの３２ページをお願いします。項４受託事業収入１千円でご

ざいます。項５雑入２千７９万円でございます。市債の発行はございま

せん。歳入合計６６億３千７３７万１千円でございます。 

次に歳出でございます。３４ページをお願いいたします。款１議会費項

１議会費でございます。１億２千７９１万８千円でございます。 

款２総務費項１総務管理費からページ数４０ページをお開き願いたい

と思います。総務費に関わります目の予算を計上いたしております。４

０ページで１１億７千８５５万円でございます。項２徴税費、４１ペー

ジで９千７０２万１千円でございます。項３戸籍住民基本台帳費、１目

の戸籍住民基本台帳費からページ数４２ページをお願いします。９千８

４３万３千円でございます。項４選挙費でございます。選挙管理委員会

費に関わります予算でございますが、ページ数４４ページをお開き願い

ます。計といたしまして６千２７１万８千円でございます。項５統計調

査費でございます。１千２１７万７千円でございます。 

次の４６ページをお願いいたします。項６監査委員費９５９万５千円で

ございます。 

款３民生費項１社会福祉費１目の社会福祉総務費から社会福祉に関わ

ります予算でございますが、ページ数５１ページをお開き願いたいと思っ

ております。５１ページで中欄で計で１６億５千１６６万６千円でござい

ます。次に項２の児童福祉費でございます。１目の児童福祉総務費からペ

ージ数５４ページまでにつきましてはそういう児童福祉に関する目を定

めた予算でございます。５４ページ４億１千６４３万円でございます。項

３の生活保護費１億５千４７６万４千円でございます。項４災害救助費７

千円。 

次に款４衛生費項１保健衛生費１目の保健衛生総務費から保健衛生に

係ります目の予算を計上しております。ページ数の５８ページまでそうい

う予算を計上しております。５８ページで４億１１万４千円でございます。
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項２の清掃費でございます。３億２千１５７万８千円でございます。 

款の５労働費項１の労働諸費。次ページの６０ページをお願いいたしま

す。１千３００万円の計上でございます。 

款６農林水産業費項１農業費農業に係ります目の農業委員会費から農

業総務費等、ページ数６３ページをお開き願いたいと思っております。４

億９千３７２万５千円を計上いたしております。項の２林業費でございま

すが、林業総務費等から林業振興に係りますページ数６５ページをお願い

いたします。３千７１９万７千円でございます。項３の水産業費７０万５

千円でございます。 

次に６６ページをお願いします。款の７の商工費項１商工費でございま

す。商工振興にかかります予算計上でございますが、６７ページの４千６

０８万６千円でございます。 

款８土木費項１土木管理費土木総務費から土木に関する予算計上、ペー

ジ数次ページ６８ページをお願いします。８千４３１万２千円でございま

す。項２道路橋梁費１目の道路橋梁の総務費から次のページの６９ページ

道路維持等の改良で９千５３０万１千円でございます。次に７０ページを

お願いいたします。項の３河川費６０６万１千円でございます。項の４都

市計画費１億４千１３２万５千円でございます。次に７２ページをお願い

いたします。項の５住宅費でございます。１千３５２万７千円でございま

す。 

款の９消防費項１消防費常備消防費よりまた非常備消防費次ページの

ページ数７５ページをお願いいたします。２億４千２９９万６千円でござ

います。款の１０教育費項の１教育総務費でございます。次ページの９千

４４万円でございます。項の２小学校費でございます。７７ページで１億

１千１６４万７千円でございます。項の３中学校費にかかります関係予算

を計上しております。次のページで７８ページで８千３万円でございます。

項の４幼稚園費、次ページで２千３７万９千円でございます。項の５社会

教育費、社会教育に係ります予算計上。ページ数８２ページまででござい

ます。２億４千２３６万２千円でございます。項の６保健体育費に係りま

す予算計上、次のページの８４ページをお願いいたします。３億１千７１

８万８千円でございます。 

款の１１災害復旧費項の１農林水産施設災害復旧費１万２千円でござ

います。項の２土木施設災害復旧費４千円でございます。 

款の１２公債費でございます。項の１公債費１０万２千円でございます。 

款の１３諸支出金項１普通財産取得費５千万１千円でございます。 

款の１４予備費項の１予備費といたしまして２千万円を計上しており

ます。 

歳出合計６６億３千７３７万１千円でございます。今回の予算につきま

して、本年度と前年度の数値等を計上いたしましておりますが、この前年

度の数字につきましては、ご承認いただきました１５年度の３月１ヶ月分

の暫定予算のですね、１か月分の数字が市としての前年度の予算の数字に
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なろうかと思っておりますのでご理解をお願いしたいと思っております。

以上で要点の説明を終わります。 

◯﨑 岡 議 長   説明の途中でございますが、１１時１０分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５３分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

◯福田福祉保健部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい、それでは議案第１２号、平成１６年度国民健康保険特別会計暫定

予算についてご説明をいたします。 

１０ページをお開きください。まず、歳入につきまして項での説明をい

たします。項１国民健康保険税１億９千５８９万円。 

款２使用料及び手数料項１手数料７千円。 

款３国庫支出金項１国庫負担金１億９千８５万１千円。項２国庫補助金、

次ページへ渡ってください。２万３千円。 

款４県支出金項１県負担金３３３万９千円。 

款５療養給付費等交付金項１療養給付費交付金１億８千２４９万８千

円。 

款６連合会支出金項１連合会補助金１千円。 

款７共同事業交付金項１共同事業交付金１千３３５万５千円。 

款８財産収入項１財産運用収入１千円。 

款９繰入金項１他会計繰入金７千８２６万４千円。項２基金繰入金３億

７千７２７万６千円。 

款１０繰越金項１繰越金２千円。 

款１１諸収入項１延滞金、加算金及び過料３千円。項２預金利子１千円。

１６ページをお願いします。項３雑入６千円。歳入合計１０億４千１５１

万７千円でございます。 

続いて歳出に入ります。１７ページ款１総務費項１の総務管理費でござ

いますが２千２２８万２千円。項２徴税費。次のページに行きまして４７

７万４千円。項３運営協議会費１６万円。項４趣旨普及費１５万円。 

款２保険給付費項１療養諸費といたしまして５億７千１７３万５千円。

項２高額療養費５千４０６万３千円。項３移送費２千円。項４出産育児諸

費３００万円。項５葬祭諸費７３９万７千円。 

款３老人保健拠出金項１老人保健拠出金として２億８千３８７万円。２

２ページで款４介護納付金項１介護納付金４千７６７万３千円。 

款５共同事業拠出金項１共同事業拠出金として１千７８０万６千円。 

款６保健事業費項１の保健事業費といたしまして８１０万円。 

款７基金積立金項１の基金積立金が１千円でございます。 

次の２４ページで款８公債費項１の一般公債費が２０万円。 
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款９諸支出金項１償還金及び還付加算金といたしまして１２０万４千

円。 

款１０予備費項１予備費といたしまして１千９１０万円。歳出合計１０

億４千１５１万７千円でございます。以上でございます。 

続きまして議案第１３号の平成１６年度老人保健特別会計暫定予算の

ご説明をいたします。歳入歳出それぞれ１９億２千１０万９千円でござい

ます。 

８ページをお開きくださいませ。まず歳入でございますが、款１支払基

金交付金項１支払基金交付金として８億６千６４２万１千円。 

款２国庫支出金項１国庫負担金３億７千２８７万９千円。 

款３県支出金項１県負担金１億３９万１千円。 

款４繰入金項１一般会計繰入金として５億８千４１万１千円。 

款５繰越金項１繰越金１千円。 

款６雑入項１延滞金及び加算金２千円。１０ページの項２預金利子１千

円。項３雑入３千円でございます。 

歳出でございますが、１１ページ款１医療諸費項１医療諸費といたしま

して１９億２千１０万４千円。 

款２公債費項１一般公債費１千円。 

款３諸支出金項１償還金２千円。それから項２繰出金が１千円。 

款４予備費項１の予備費として１千円でございます。老人保健特別会計

を終わります。 

続きまして議案第１４号、平成１６年度介護保険特別会計の暫定予算で

ございます。歳入歳出それぞれ７億８千９９４万８千円でございます。 

８ページをお開きください。まず歳入でございますが、款１保険料項１

介護保険料といたしまして１億３千３４５万２千円。 

款３使用料及び手数料項１手数料１千円。 

款４国庫支出金項１国庫負担金１億２千６００万１千円。項２国庫補助

金３千円。 

款５支払基金交付金項１支払基金交付金といたしまして２億２千６０

０万１千円。 

款６県支出金項１県負担金８千８００万１千円。１０ページをお願いし

ます。項２で財政安定化基金支出金１千円。 

款７寄付金項１寄付金１千円。 

款８繰入金項１基金繰入金１千円。項２として一般会計からの繰入金が

２億１千６４６万３千円。 

款９繰越金項１繰越金１千円。 

款１０諸収入項１延滞金、加算金及び過料３千円。項２で預金利子１千

円。項３雑入１万８千円でございます。 

続いて１３ページの歳出にまいります。款１総務費項１総務管理費とし

て１６６万６千円。項２徴収費１６９万円。項３介護認定審査会費１千２

２０万４千円。 
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款２保険給付費項１介護サービス等諸費といたしまして７億２千７４

３万７千円。項２といたしまして支援サービス等給付費４千４３万６千円。

項３その他諸費１６２万７千円。項４高額介護サービス費４６８万４千円。 

１８ページをお願いします。款３財政安定化基金拠出金項１財政安定化

基金拠出金１千円。 

款４基金積立金項１基金積立金１千円。 

款５諸支出金項１償還金及び還付加算金２０万１千円でございます。 

款６予備費項１予備費１千円。以上でございます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   建設部長兼公営企業部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   失礼いたします。議案第１５号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事

業特別会計暫定予算の要点の説明を申し上げます。 

まず歳入の方から８ページ、９ページをお願いいたします。款１分担金

及び負担金、項２負担金１千円でございます。 

款２使用料及び手数料、項１使用料６３７万円。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款４県支出金、項１県補助金１千円。 

款６繰入金、項１他会計繰入金７千４０９万３千円。 

款７繰越金、項１繰越金１千円。 

１０ページをお願いいたします。款８諸収入、項２雑入２５９万３千円。 

款９市債、項１市債０円でございます。 

続きまして１１ページ歳出の方でございます。款１総務費、項１総務管

理費１千７３０万８千円。款２施設費、項１施設管理費６千４２４万４千

円。 

１２ページをお願いいたします。款２施設費、項２施設建設費６千円。 

款３公債費、項１公債費５０万１千円でございます。 

１３ページをお願いいたします。款４諸支出金、項１諸支出金１千円。 

款５予備費、項１予備費１００万円でございます。歳入合わせまして８

千３０６万円ございます。 

次に議案第１６号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事

業特別会計暫定予算について要点のご説明を申し上げます。 

８ページ、９ページをお願いいたします。２の歳入の方からご説明を申

し上げます。款１分担金及び負担金、項１分担金３５６万８千円。 

款２使用料及び手数料、項１使用料２千９５万７千円。項２手数料１千

円。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款４県支出金、項１県補助金１千円。 

款５財産収入、項１財産運用収入２千円。 

次のページをお願いいたします。款６繰入金、項１他会計繰入金６千２

５２万６千円。 

款７繰越金、項１繰越金１千円。款８諸収入、項１預金利子１千円。 
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款８諸収入、項２雑入１千円。款９市債、項１市債０円でございます。 

次のページ歳出でございます。１２、１３ページをお願いいたします。

款１総務費、項１総務管理費１千５６８万８千円。 

款２施設費、１施設管理費６千６４５万４千円でございます。項の２施

設建設費１万５千円。 

１４ページをお願いいたします。款３公債費、１公債費２千円。 

款４諸支出金、項１諸支出金３９０万円。 

款５予備費、項１予備費１００万円でございます。歳入歳出合わせまし

て８千７０５万９千円でございます。以上でございます。 

続きまして議案第１７号平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特

別会計暫定予算の要旨についてご説明申し上げます。 

まず、歳入の方でございますが８ページ、９ページをお願いいたします。

款１分担金及び負担金、項１分担金１千８５万２千円。 

款２使用料及び手数料、項１使用料１千９６０万９千円。款２使用料及

び手数料の項２手数料１千円。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款４県支出金、項１県補助金１千円。 

款５財産収入、項１財産運用収入２千円。１０ページ、１１ページをお

願いいたします。 

款６繰入金、項１他会計繰入金１億６４１万３千円。 

款７繰越金、項 1繰越金２千円。 

款８諸収入、項１預金利子１千円。項２雑入２千円。 

款９市債、項１市債０円でございます。 

次に歳出をお願いいたします。１２、１３ページをお願いいたします。

款１総務費、項１総務管理費２千３５５万１千円。 

款２施設費、項１施設管理費１億１千１８８万７千円。項の２施設建設

費１万円。 

１４ページをお願いいたします。款の３公債費、項１公債費４３万５千

円。 

款４諸支出金、項１諸支出金１千円。 

款５予備費、項１予備費１００万円。歳入歳出合わせまして１億３千６

８８万４千円でございます。以上でございます。 

続きまして議案第１８号をお願いいたします。平成１６年度安芸高田市

浄化槽整備事業特別会計暫定予算書の要点のみ申し上げます。ページは８

ページ、９ページをお願いいたします。２の歳入からでございますが款１

分担金及び負担金、項１分担金１千３３万５千円。 

款２使用料及び手数料、項１使用料６１３万１千円。項２手数料１千

円。款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款４県支出金、項１県補助金１千円。 

款６繰入金、項１他会計繰入金１億９２９万３千円。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。款７繰越金、項１繰越金
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１千円。 

款８諸収入、項１預金利子１千円。款８諸収入、項２雑入２千円。 

款９市債、項１市債０円でございます。 

次のページ１２、１３ページをお願いいたします。３の歳出でございま

すが款１総務費、項１総務管理費５７３万５千円。 

款２施設費、項１施設管理費で１億９０２万７千円。項の２施設建設費

１千万１千円。 

次に款３公債費、項１公債費２千円。 

１４ページをお願いいたします。款４諸支出金、項１諸支出金１千円。 

款５予備費、項１予備費１００万円。歳入歳出合わせまして１億２千５

７６万６千円でございます。 

では引き続き議案第１９号をお願いいたします。平成１６年度安芸高田

市簡易水道事業特別会計暫定予算書の要点をご説明申し上げます。 

歳入の方からでございます。８ページ、９ページをお願いいたします。

２の歳入でございますが款１分担金及び負担金、項１分担金１千２８３万

３千円。 

款２使用料及び手数料、項１使用料５千６５９万円。項２手数料５万５

千円。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款４県支出金、項１県補助金１千円。 

款５財産収入、項１財産運用収入２千円。１０ページ、１１ページをお

願いいたします。 

款６繰入金、項１他会計繰入金１千２６４万６千円。 

款７繰越金、項１繰越金１千円。 

款８諸収入、項１預金利子１千円。項の２雑入９８７万９千円。 

款９市債、項１市債０円。 

次の１２、１３ページをお願いいたします。３の歳出でございますが款

１総務費、項１総務管理費２千５４９万９千円。 

款２施設費、項１施設管理費６千５１３万５千円。項の２施設建設費４

万円。 

１４ページをお願いいたします。款の３公債費、項１公債費３３万４千

円。 

款４諸支出金、項１諸支出金１千円。 

款の５予備費、項１予備費１００万円。歳入歳出合わせまして９千２０

０万９千円でございます。 

続きまして議案第２０号をお願いいたします。平成１６年度安芸高田市

飲料水供給事業特別会計暫定予算書に基づいて、要点のみご説明を申し上

げます。まず歳入でございますが８ページ、９ページをお願いいたします。

２の歳入、款１分担金及び負担金、項１分担金３万５千円。 

款の２使用料及び手数料、項１使用料６０万１千円。 

款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。款４県支出金、項１県補助金
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１千円。 

款５財産収入、項１財産運用収入１千円。 

款６繰入金、項１他会計繰入金１４７万８千円。 

次のページをお願いいたします。１０ページ款７繰越金、項１繰越金１

千円でございます。 

次に歳出の方をお願いいたします。１１ページでございます。款１総務

費、項１総務管理費６万１千円。 

款２施設費、項１施設管理費１８５万４千円。 

１２ページをお願いいたします。款３公債費、項１公債費２千円。 

款４諸支出金、項１諸支出金１千円。 

款５予備費、項１予備費２０万円。合わせまして２１１万８千円でござ

います。 

次に議案第２１号をお願いいたします。平成１６年度安芸高田市コミュ

ニティ・プラント整備事業特別会計暫定予算書に基づきまして要点のご説

明を申し上げます。まず歳入の方からでございますが、８ページをお願い

いたします。２の歳入、款３国庫支出金、項１国庫補助金１千円。 

款６繰入金、項１他会計繰入金１千３８３万４千円。８諸収入、項２雑

入１千円。 

続きまして歳出の方でございます。９ページをお願いいたします。款１

総務費、項１総務管理費３万円。 

款２施設費、項２施設建設費１千３７０万５千円。１０ページをお願い

いたします。 

款３公債費、項１公債費１千円。 

款５予備費、項１予備費１０万円。歳入歳出合わせまして１千３８３万

６千円でございます。 

それでは続きまして議案第２２号、公営企業の関係でございますが、平

成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算書に基づきまして要点のご説

明を申し上げます。３ページをお願いいたします。平成１６年度安芸高田

市水道事業会計暫定予算実施計画書に基づきましてご説明を申し上げます。

まず、収益的収支及び支出の款１事業収益では９千９３４万円でございま

すが、水道料金等でございます。次に支出でございますが款１の事業費で

８千１４６万３千円。原水及び浄水等及び給水費等を見込んでおります。 

次に４ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でござい

ますが、款１資本的収入、項で分担金１８９万円でございます。支出の方

では款の１資本的支出、項で建設改良費で１千２９５万２千円でございま

す。以上でございます。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより一括質疑にはいります。 

質疑はありませんか。 

◯松 浦 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ６８番、松浦利貞君。 
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◯松 浦 議 員   総務部長にちょっとお尋ねをさせていただきたいと思うのですが、予算

に先立ちましてですね、執行部の事務体系、あるいはそういったような事

について一言お伺いさせていただきたいと思います。安芸高田市が３月１

日に発足して１２日経ちました。住民の皆さんがどうしても本庁に用件が

ある、あるいはそういったような事で本庁に用件に来られたということで

ですね、私に今朝苦情がございましたので、今後執行部としてどういう体

制をとられるのかその点をちょっとお伺いしたいという事で質問をさせて

いただきます。と申しますのも本庁へ来られまして目的の所へ行こうと思

って聞かれた訳でございますが、その時に「あなたの用件は中電の事業課

の方だからあっちへ行きなさい。」という指導を受けたそうでございますが、

そこへ行ったら「ここじゃありません。２階の方です。本庁の２階の方で

す。」といったようなことが、あったそうでございます。私は、そういう中

でその人のことを聞いた時に、今ちょうど過渡期で大変なところだからし

ょうがないかなといったような思いはしたんですが、やはり受付窓口ある

いはそういう住民福祉、あるいはサービスということについてですね、や

っぱりひとつ住民の皆さんがたらい回しにならないように受付を置くとか、

あるいは、懇切丁寧にこの当分の間は、やはりそういったような対応をさ

れるのか、されないのか。私は合併といういろんな意味合いの中かから、

住民の皆さんが、そういう不便を感じられるということになりますと、や

はりそのことがどうだったかと。いろいろなことになって今後の執行体制

にいかがなものなのかなというふうに思うわけでございます。その点につ

いて、今後どのような対応をされるのか、１点予算の審議に先立ちまして、

ちょっと体制のことについてお伺いをさせていただきたいと。以上でござ

います。 

◯﨑 岡 議 長   質問者にお願い申し上げす。議題外の質問はこの際省略していただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 員   私は、このことは今後の執行に対しての、やっぱり動き出しているとい

うことで関連ということで質問させていただいたと思っていますが。 

◯織田市長職務執行者   議長。 

◯﨑 岡 議 長   市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   決してただ今のご指摘のようなことがあってはなりません。総務部長か

ら答弁はさせますが、今非常に各町が集まって事務も混雑いたしておりま

すが、要は、市民あっての市役所でございます。市役所はサービス機関で

ないといけないわけでございます。その点充分意に留めて今後そのように

無いような体制を組んでいきたいとこのように思います。具体的には、総

務部長の方から答弁させます。 

◯﨑 岡 議 長   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時４５分 休憩 

午前１１時４６分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

 24



◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

議題外についての質問をやめて欲しい。答弁についても同様である。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ５５番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   交付税の落ち込みが予想されるが、一般会計暫定予算の中ではあるが、

交付税についてはどのように計上しているのか。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   ヒアリング等ございまして県内の財政担当部局を集合さし、県の担当課

の方からですね、いろいろ１６年度の財政状況につきましての説明を受け

させていただきました。ご指摘いただきますように今年度の１６年度ので

すね、交付税というものは非常に国の状況でも皆さん方も新聞紙上等を見

ていただきますと分かりますように非常に落ち込みの予想がですね、出て

来ております。 

当然、本来であればですね、細かい数字の積み上げをしてですね、積算

するということが本来であると思いますが、今回につきましては、県の方

から提示いただきました数字をある程度もとにさせていただき、また、平

成１４年度の決算額をもとにさせていただき今回の暫定予算につきまして

は、それ相当分の予算というものを計上させていただいた訳でございます。

平成１４年度の旧高田郡のですね、交付税額というもの９０億ぐらい決算

額をみておる訳ですが、今回の交付税の編成といいましょうか、そういう

状況、精査をしながらですね、今回計上させていただきました。 

ただし、今後におきましてもですね、本予算につきましては、ある程度

見通し堅い数字を持たせていただいて、ある程度の堅い予算編成を持たせ

ていただきたいと思っております。ただ、歳入の国庫補助なり、県補助な

り特定財源等がまだ県の方から不明確の点がございますので、そういう状

況を把握しながら全ですね、全体数値というものの歳入を明確にし、予算

編成というものの編成をさせていただきたいと思っております。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

◯﨑 岡 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯増 田 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ６９番、増田静樹君。 

◯増 田 議 員   ６９番増田です。先程来、ご提案なりました職務執行者、担当部長さん、

いろいろと内容につきましては熟知をいたしております。ということは、

暫定ということにつきましては、いた仕方ない手段であったとそのように

充分認識はいたしておりますけれども、１６年度安芸高田市の歯車が動き

出した予算ではなかろうかと、このように判断をさせていただきながら２、

３お尋ねしてみたいと思いますが、先程総務部長がお答えのように、地方

分権一括法案から三位一体と、非常に地方自治体にとりましては厳しい財

政運用が迫られておりますけれども、ご提案いただいておりますことにつ

きましては、総括申し上げまして専決処分を核としてお出しになっておる
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とそのように分析いたしております。専決処分は処分でございますけれど

も、安芸高田市の財政状況を充分把握していただいて、今後担当部におか

れましては、適切なるところのご判断をいただきたいということをお願い

しておきますが、ここで、議案の１１号、１２号に絡んでお尋ねさせてい

ただきますが、まず歳入の７款でございますけれども、このことは提案さ

れております金額そのものが、この度きりのものであろうか、まだまだ見

込みのあるものであろうか、その点が１点目でございます。 

２点目。予算書でございますので市税の内訳が上げてございます、滞納

繰入金というものがある訳でございますけれども、新市がもう既に稼動し、

３月、４月１日からするわけではございますけれども、現在安芸高田市内

における滞納の金額等々につきまして、これはいかような手段で滞納整理

をするお考えなのか、そうしたことは現在のスタッフで十分間に合うのか、

間に合わないのか、そこらの取り組みについてのお尋ねをしてみたいと思

います。 

もう１点目。せっかくの機会でございますので教育長さんご同席をいた

だいておりますので、教育長さんにお尋ねをしてみたいと思いますけれど

も、教育委員会というのは市長部局とは、異なっておるように私認識をい

たしております。様々な目の中で、教育委員会の事務所管であろうと思い

ますけれども単純に申し上げまして、昨今の学校の施設、いわゆるハード

な面につきましては、私はだいたい整っているというふうに認識をいたし

ております。概ね私ども日本人は、４つの民族から構成されているように

私は思っておる訳でございます。と申しますことは、私昭和７年生まれで

ございますので、大体昭和２０年ごろまで生まれた人間がＡ民族調でござ

います。昭和５０年ごろまでに生まれたのが人間がＢ民族だそうでござい

ます。以降はＣ民族、加えて複数民族になっております。そうした、複雑

多岐に及んでおる日本の教育はと申しますか、新生安芸高田市の教育をど

のような角度で、計画、実践、反省のもとにたってですね、新しい安芸高

田市の教育を立てて行くんだという教育長さんとしての所見の一端を伺い

したいと思います。以上。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   歳入におきます地方特例交付金、現在の計上額につきましては５千５７

０万円を計上させていただいております。この特例交付金につきましては、

４月に第１期分の収入がありますが、例年の収入状況を勘案させていきま

すとで計上をさせていただいているところでございます。４月に実績をも

とに勘案をさせていただいたとこでございます。ただ、普通交付税につい

てはですね、そういう関連性もございますが、段階補正等の数値等の変動

等も勘案させていただきまして１６年度等に計上させていただきますもの

は１％相当額、ある程度削減したものを今回計上させていただいたとろこ

でございます。それと市税の滞納額等につきましては、行政の安芸高田市

スタートの中で滞納を担当する係もですね、設置させていただいておりま
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す。そういう状況の中である程度滞納額を減額するという状況の中で職員

の方で徴収体制をとらせていただきたいと思っております。以上でござい

ます。 

◯﨑 岡 議 長   教育委員会の答弁については、後程の議題として、今の一般会計の内の

内容に入っておりませんので、後程また機会に答弁をすることにさせてく

ださい。 

◯増 田 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ６９番、増田静樹君。 

◯増 田 議 員   議長さんの命令でございますので逆らいはしませんが、社会教育費とい

う欄があるわけでございます。目の中に。それに絡んでお尋ねしたわけで

ございますので、先程の議長さんの仰せに従いますので、今後とも取り計

らいをよろしくお願いいたします。 

もう１点、総務部長さんにお尋ねいたします。いろいろとご心配、ご心

労になって予算を提案されておるわけではございますけれども、概ね４ヶ

月でございます。いろいろと歳入を勘案しながら、基本的な考え方で接し

て平成１６年度安芸高田市の経常収支比率をどこまで押えたいという決意

を持っておられるかお伺いします。 

もう１点、予算書を見させていただきまして、需用費そのものが節の中

で、需用費が非常にばらついておるわけでございます。本枠が出るものは、

本枠が出るべく格別な努力をしていただきたい。以上。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   経常収支比率の考え方でございます。旧町６町状況の中でですね、議員

の皆さん方の各町のですね、財政状況は、合併する前に充分ご承知のこと

と思っております。高田郡の経常収支比率をたした場合に、基本的には９

０．４％という数字を見ております。ただ、これを旧町村ごとにですね、

６町で合わせているこの数字ですから、旧町村の経常収支比率を個々に見

てみますと、非常に１００に近いですね、経常収支比率を見させていただ

いております。それはそうといたしまして、本１６年度の本予算編成にあ

たりましてはですね、ご指摘いただきますように、当然経常経費の削減、

事務費的経費の削減ということは、第１順位でございますので、今後新し

い新体制のそういう部の中でですね、十分こういう経常経費等につきまし

ての予算計上については、切り詰めをさせていただき、各部のですね、ご

理解をいただきながら１６年度の本予算編成というものをさせていただき

たいと思っております。どうか、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

もう１点、今回計上させていただいております需用費等につきましては、

緊急性を要したものにつきましてはですね、当然事業執行させていただき、

できるだけの不用額の執行ということで、各部には協力を体制をお願いし

たいと思っております。 

◯﨑 岡 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯長 岡 議 員   議長。 
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◯﨑 岡 議 長   ２４番、長岡公次郎君。 

◯長 岡 議 員   ただ今の総務部長さん、いろいろ質問であったり、ご答弁がございまし

たが、１点だけこの暫定予算の中でですね、特定財源は事業等々で特定財

源が決まるわけでしょうが、事業はない、義務的経費をほとんどあげてお

るという答弁でございますが、一般財源が６３億４千という数字になって

おります。新しい市長が決まられて政策的な事業を展開すると。そのため

には、その方向で考えておるというお話でございますが、この新安芸高田

市の中で一般財源がどのぐらい見込まれるのか。今４ヶ月分ということで

ございますが、これから事業、あるいは政策的なもの、起債あるいはいろ

んなものが入ってくると思いますが、特定財源以外に一般財源が事業をす

るには当然裏が要りますので、そこらの年間の読みをどのくらいに見てお

られるのか、ひとつまとめておられれば大体のところをご答弁いただけれ

ばというように思います。 

◯新川総務部長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   今年度の、１６年度の一般会計に伴います暫定予算の基本的な考え方と

いうものは、当初ご説明をさせていただきました。確かに４月から７月ま

でのですね、一般財源以下に伴いますものは基本的にある程度１４年度な

いし、１５年度の実績等をですね、考慮させていただいて、堅い数字とい

うものを計上させていただいたとこでございます。ただ、本予算につきま

しては、一応新しい部の体制の中でですね、やはり税収からある程度明確

にですね、見させていただいて、原課の見積りまた国等の剰余金そういう

ものはですね、できるだけ堅いものにしたいと思っております。現段階で

はですね、大変申し訳ございませんが堅いという一般財源下の数字は掴ん

でおりません。予想の財政推計は計上いたしておりますが、今日のそうし

た歳入の財源のですね、非常に不明確なかたちではですね、この答弁は避

けさせていただきたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたし

ます。 

◯﨑 岡 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質議なし〕 

◯﨑 岡 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

ここで、１時まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後０時０３分 休憩 

午後１時０３分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開をいたします。 

お諮りします。 

本案１２件については、１８名の委員で構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

◯﨑 岡 議 長   異議なしと認めます。 

よって、本案１２件については、１８名の委員で構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

お諮りします。 

ただ今設置されました予算審査特別委員会の委員については、安芸高田

市議会委員会条例第８条第１項の規定により議長において１番明木一悦君、

２０番塚本近君、３７番熊高昌三君、３８番藤井昌之君、４２番杉原洋君、

４６番、泉正智代君、４７番山本三郎君、４８番今野仁千六君、４９番今

村義照君、５２番玉川祐光君、５４番井上正文君、５５番岡田正信君、５

６番浮田洋吾君、５８番桑岡達夫君、６０番天清斐雄君、６１番渡辺義則

君、６６番名川律夫君、６８番松浦利貞君、以上１８名を指名いたしたい

と思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

◯﨑 岡 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名いたしました１８名の諸君を予算審査特別委員に選

任することに決しました。 

この際、１時３０分まで休憩いたします。 

休憩中に予算審査特別委員のみなさんは、第２会議室で正副委員長の互

選をお願いいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後１時０７分 休憩 

午後１時３１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

予算審査特別委員長、副委員長がまだ決定いたしておりませんので、こ

こで暫時休憩をいたします。なお、その休憩中に議会運営会を開催いたし

ていただきます。失礼いたしました。その後議会運営委員会を開催いたし

ていただきます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後１時３１分 休憩 

午後２時４７分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

ここで、議会運営委員長の報告を求めます。 

議会運営委員長、佐々木博君。 

〇佐々木委員長   本日開催した議会運営委員会の経過について報告します。１点、議会運

営について協議をいたしました。第１番目に山崎宅将議員の発言に対して

動議の発言ととられた意見があり、協議した結果これは動議ではなく議事
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進行の発言であり適正と認めました。２番としまして、松浦利貞議員の発

言に対して市長職務執行者に答弁させたことについては、議運として議長

に注意をいたしました。３番としまして増田静樹議員の発言については、

教育長の答弁を求められたことについて、暫定予算に関わる件がございま

したので教育長から答弁していただくことにします。以上です。 

◯﨑 岡 議 長   本日の議会運営につきまして発言の取扱等について議会運営委員会か

ら指摘があり、今後より一層適正に運営する事を努力いたしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

◯鳴 石 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ７１番、鳴石勧君。 

◯鳴 石 議 員   議会運営委員会ということで、非常に長時間の時間を取られた訳ですが、

なぜこれだけの時間を取って今報告をされたことを決められたのか。運営

委員会というのは、日程的にどういう時間割でスムーズに運営をするかと

いうのが、運営委員会の仕事ではないのかと思うんです。発言があった事

に対してあれはいいとか悪いとか言うということは、議場では議長が発言

を許すか許さないかということが最高の権限ですから、運営委員会があれ

これ発言に対して言う必要がないんじゃないか。非常に長時間の時間を取

った。運営委員会が今のこの午前中の会議についてあれこれ言うんなら、

やっぱり全議員にこれこれについて問題がある。そしてやっぱり協議させ

てくださいということを案内をすべきでないか。しかし、やはり発言に対

してあれこれ言うべきじゃあない。憲法の第８章、地方議事第９３条地方

公共団体には、その法律の定めるところにより議事機関として議会を設置

するとあります。次に長、議員は住民が選挙すると。国会から地方の議会

に至るまで、議会は住民から選ばれた良識の府と言われております。こう

いう点から見ますと良識の府とは多少ずれているんじゃないか。こういう

ことを運営委員会に私は反省してもらいたい。以上です。 

◯﨑 岡 議 長   先程の会議は、これから議事運営についての一層の適切であるように努

力するということでございますので、これからいろいろ議会運営委員会と

も協議の上、話し合いをいたしたいと思います。ご了承願いたいと思いま

す。 

◯是貞教育長   議長。 

◯﨑 岡 議 長   教育長、是貞一義君。 

◯是貞教育長   ６９番増田議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。ご質問の内

容につきましては、安芸高田市の教育方針はどうかというご質問ではなか

ったかというように思いますが、私も着任わずかではございますが、まず

は、今まで各町で取り組まれております地域に根ざした教育を継続してい

きたいと考えております。学校教育の面におきましては、共通しているも

のとして知、徳、体のバランスのとれた教育の推進をしたいと思いますし、

生涯学習の面では、生涯学習施設を利用した生涯学習を更に推進して行き

たいとこのように考えております。新市長の方針の基に、教育方針もこれ

から決っていくものではないかというように思っております。私もまだ暫
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定でございますので、そこのところもよろしくご理解いただきたいと思っ

ております。以上でございます。 

◯﨑 岡 議 長   それでは、予算審査特別委員会の正副委員長の互選の結果が通知されて

いますので、ご報告いたします。 

予算審査特別委員長に桑岡達夫君、同副委員長に泉正千代君。以上でご

ざいます。 

お諮りします。 

議事の都合上により、３月１３日から３月２３日まで１１日間を休会い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

◯﨑 岡 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、３月１３日から３月２３日まで１１日間を休会することに決し

ました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時５７分 散会 
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上記会議次第は事務局員の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するた

めここに署名します。 
 

                              平成１６年    月    日 

 

              安芸高田市議会議長 

 

 

 

          会議録署名議員 

 

 

 

          会議録署名議員 
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１．議事日程 

   （平成１６年第１回安芸高田市議会３月定例会第１３日目） 

 
平成１６年３月２４日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於安芸高田市吉田公民館 
 
日 程 第 １   会議録署名議員の指名           

日 程 第 ２   議案第１１号   平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算 

日 程 第 ３   議案第１２号   平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計暫定予算 

日 程 第 ４   議案第１３号   平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計暫定予算  

日 程 第 ５   議案第１４号   平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計暫定予算 

日 程 第 ６   議案第１５号   平成１６年度安芸高田市公共下水道事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 ７   議案第１６号   平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 ８   議案第１７号   平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 ９   議案第１８号   平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 1 0   議案第１９号   平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計暫定予算 

日 程 第 1 1   議案第２０号   平成１６年度安芸高田市飲料水供給事業 

特別会計暫定予算 

日 程 第 1 2   議案第２１号   平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント 

整備事業特別会計暫定予算 

日 程 第 1 3   議案第２２号   平成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算 

日 程 第 1 4   一 般 質 問 

  
 
 
 
 33



２．出席議員は次のとおりである。（６９名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     土 居 克 之     ４番     山 本   優 

        ５番     岡 山   薫          ６番     田 中 常 洋 

        ７番     前 川 正 昭          ８番     平 林 克 昌 

       ９番         日野原 穂 澄        １０番         平 川 幸 雄 

１１番     加 藤 英 伸        １２番         山  﨑 昭  弘 

      １３番     山 口 康 文        １４番         小  野 剛  世 

     １５番     川 角 一 郎    １６番         竹  田 誠  莊 

     １７番     井 上 尚 文    １９番     新 出 達 夫 

     ２０番         塚  本    近        ２１番     赤 川 三 郎 

２２番         深  井 達  雄        ２３番     三 上 タエ子 

      ２４番         長  岡  公次郎        ２５番     井 上 正 樹 

     ２６番         宮  田 浩  之        ２７番     松 野 俊 寿 

     ２８番         川  先 悟  郎        ３２番     川 﨑 三千春 

      ３３番         西  川 佚  夫        ３４番      中  野 光  雄 

      ３５番        岡 原 雪 夫        ３６番      松  村  ユキミ 

３７番     熊 高 昌 三        ３８番      藤  井 昌  之 

３９番         浅 枝 俊 通        ４０番      青 原 敏 治 

４１番         金 行 哲 昭        ４２番     杉 原   洋  

      ４３番         松 川 秀 巳        ４４番     大 前 直 行 
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      ４５番         入 本 和 男        ４６番     泉   正智代 

４７番         山 本 三 郎        ４８番     今 野 仁千六 

４９番         今 村 義 照        ５０番     住 広   章 

５１番         佐々木   博        ５２番     玉 川 祐 光 

５３番         西 山 登司教        ５４番     井 上 正 文 

     ５５番         岡 田 正 信        ５６番     浮 田 洋 吾 

５７番         山 崎 宅 将        ５８番     桑 岡 達 夫 

５９番         望 月   桂        ６０番     天 清 斐 雄 

６１番         渡 辺 義 則        ６２番     猪 掛 信 幸 

６３番         高 下 二 郎        ６４番     富 田 義 弘 

６５番         吉 村 正 登        ６６番     名 川 律 夫 

６７番         宮 本 房 宏        ６８番     松 浦 利 貞 

６９番         増 田 静 樹        ７０番     中 間 末 雄 

７１番         鳴 石   勧        ７２番        亀 岡   等 

７３番     﨑 岡 典 男 

 
   ３．欠席議員は次のとおりである。（４名） 

   １８番     高  坂  広  一        ２９番         新 山 勝 義 

      ３０番     平  岡  正  美        ３１番         秋 広 美 輝 

 

 

   ４．会議録署名議員 

       １１番     加 藤 英 伸       １２番      山  﨑 昭  弘 
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   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１６名） 

参 事  小 野  豊   消 防 長   村 上  紘 

副 収 入 役  藤 川 幸 典   八千代支所長   平 下 和 夫 

総 務 部 長  新 川 文 雄   美土里支所長   立 川 堯 彦 

自治振興部長  田 丸 孝 二   高 宮 支 所 長   猪 掛 智 則 

市 民 部 長  廣 政 克 行   甲 田 支 所 長   武 添 吉 丸 

福祉保険部長  福 田 美 恵 子   向 原 支 所 長   益 田 博 志 

産業振興部長  清 水  盤   総 務 課 長   高 杉 和 義 

建 設 部 長  金 岡 英 雄   財 政 課 長   垣 之 内  壮 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（６名） 
   事 務 局 長  増 本 義 宣   事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議 事 調 査 係 長   児  玉  竹  丸    書 記    新 谷 洋 子       
書 記  国 岡 浩 祐   書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯﨑 岡 議 長   おはようございます。 

ただ今の出席議員は６９名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯﨑 岡 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、１

１番加藤英伸君、１２番山﨑昭弘君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  議案第１１号 平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算 

日程第３  議案第１２号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険 
特別会計暫定予算 

日程第４  議案第１３号 平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計暫定予算 

日程第５  議案第１４号 平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計暫定予算 

日程第６  議案第１５号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業 
特別会計暫定予算 

日程第７  議案第１６号 平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 
特別会計暫定予算 

日程第８  議案第１７号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 
特別会計暫定予算 

日程第９  議案第１８号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 
特別会計暫定予算 

日程第１０  議案第１９号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業 
特別会計暫定予算 

日程第１１  議案第２０号 平成１６年度安芸高田市飲料水供給事業 
特別会計暫定予算 

日程第１２  議案第２１号 平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント 
整備事業特別会計暫定予算 

日程第１３  議案第２２号 平成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算 

◯﨑 岡 議 長   日程第２、議案第１１号から日程第１３、議案第２２号までを一括議題

といたします。 

本案は、一括して予算審査特別委員会に付託されておりますので、委員

長の報告を求めます。 

予算審査特別委員長、桑岡達夫君。 

◯桑岡委員長   おはようございます。 

予算審査特別委員会のご報告をいたします。 

去る３月１２日に付託されました議案１２件につきましては、３月１６

日から１８日までの３日間、市長職務執行者及び関係者の出席を求め、各
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部ごとに所管する予算について審査を行いました。 
まず、予算全体の概要でございますが、本会議での説明にもありました

とおり今回の予算は暫定予算であります。年間の義務的経費の約３分の１

がその主なものとなっております。 
それでは、審査の内容につきましてその概要の報告をさせていただきま

す。  
まず、議案第１１号、平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算につい

ての件から報告をさせていただきます。 
審査を尽くし討論に入りましたところ、反対の立場で岡田正信委員から

法律に基づかない事業予算について、反対するとの討論がありました。採

決の結果、原案に賛成の委員多数で可決すべきものと決しました。 
なお、岡田正信委員が少数意見を留保し、委員１名の賛成を得てこれが

成立いたしました。留保された少数意見は別に報告されます。 
続いて議案第１２号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計暫

定予算についての件から、議案第２２号、平成１６年度安芸高田市水道事

業会計暫定予算についての件の１１案につきまして、お諮りいたしました

ところ、それぞれ原案どおり可決すべきものと決しました。 
最後に、市長職務執行者以下執行部におかれましては、委員会審議中に

各委員から出されました意見を充分に踏まえて予算執行をお願いいたす旨、

申し添えて報告といたします。終わります。 

◯﨑 岡 議 長   次に、議案第１１号につきましては、岡田正信君から会議規則第９９

条第２項の規定によって少数意見報告書が提出されています。 

少数意見の報告を求めます。 

５５番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   ただ今委員長が報告しましたように、議案第１１号に関しまして反対

の意見を少数意見として留保いたしました岡田でございます。報告いたし

ます。 

この暫定予算は、４ヶ月の６６億３千７３７万１千円であります。この

中には、各種特別会計への持ち出し予算も含んでいるし、大部分が市民に

直結する必要な予算と承知しています。 

しかし、予算特別委員会で明らかになったように、時代の発展に逆行し

かねない行政用語で用いていた同和対策に用いる予算が計上されている。

民生費の中の人権推進費がそれにあたります。２千３３９万８千円であり

ます。この中には運動団体の補助金、扶助費も含まれています。法的根拠

が無く予算化したことは、時代の逆行につながると考えております。 

よって、反対いたします。以上報告といたします。報告者、岡田正信で

ございます。 

◯﨑 岡 議 長   これをもって委員長報告並びに少数意見の報告を終わります。 

お諮りいたします。 

この際、委員長報告及び少数意見の報告に対する質疑を省略いたしたい

と思います。 
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これにご異議ありませんか。 

〔異議あり〕 

◯﨑 岡 議 長   異議ありとの声がありますので質疑を受け付けることにいたします。 

ただ今の委員長報告及び少数意見の報告に対して質疑を求めます。 

◯鳴 石 議 員   議長。 

◯﨑 岡 議 長   ７１番、鳴石勧議員。 

◯鳴 石 議 員   議長のこの運営で、委員長報告の質疑の打ち切りというような、この議

会の運営はいかがなものなのか。委員長報告に対して質疑があることは、

一部許しますと。こういう運営をするべきでないかと私は思います。 

委員長報告。これは、まあ暫定予算であるから３分の１の予算であると

言われても、この私たちから見ますと、私は向原出身ですが倍の６０億を

超す予算ということになる。大変な金額になるわけなんです。他の町も同

じと私は思うんですが、私この少数意見で報告がありましたが、この人権

推進費に支払われる２千３００万という大変な金。これが３分の１なのか。

１年間の予算なのか。ここらがどういう計算がされてあるのか。これが３

分の１とすると、これを３倍しなきゃならない。６千万、７千万近い金に

なると思う。いやそうではない、これは１年分がみてあるんだと言いよう

るのか。 

それから委員長報告を聞いておりまして何が何やらさっぱり解からん。

何を３日間かけて審議したのか。それから、特別委員には高田郡普通会計

財政状況という１４年度普通会計決算数値表が参考資料として配られてお

ると思う。私は、この財政数値表が一番早く議員の皆さんに配付をされる

べきじゃないか。特別委員にだけ配ればええいうもんじゃない。議員一人

ひとりが６町の財政数値はどうなんかということを知っておく必要がある

と思う。私はこの数値表を、本日のうちに配布をされるように要求をしま

す。 

それとこの人権対策費。織田市長によりますと、全て同和関係じゃない。

人権尊重という事は広範囲へわたっての全ての人権を尊重とするという意

味から予算はされておるんだということなんですが、そうすると広範囲に

わたる人権推進費は、どういう旧６町によってされるような予算配分にな

るのか。向原町にはだいたいどれくらいな配分になるのか。こういう説明

を委員長さんにお願いをしたいと思います。お願いします。 

◯﨑 岡 議 長   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時１２分 休憩 

午前１０時１６分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

予算審査特別委員長、桑岡達夫君。 

○桑岡委員長   鳴石議員さんの質問に対してお答えいたします。人件費、推進費につき

ましては３分の１が計上されております。資料につきましては後日配付い
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たします。以上で終わります。 

◯﨑 岡 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯鳴 石 議 員   議長。 
◯﨑 岡 議 長   ７１番、鳴石勧君。 

◯鳴 石 議 員   これの、一般会計に関する資料というのは、採決までに配付をされるよ

う。採決した後配ったんでは何にもならん。で、この人件費に至っては、

この暫定予算だと言われておりますが、本当にそうなのか。１９負担金補

助及び交付金の７４２万５千円、これはどういう人件費にあたるのか。そ

れから目の隣保館費。これは３分の１の予算なのかどうか。これも３ヶ月

の予算になるのかどうか。説明をお願いします。 
◯﨑 岡 議 長   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時１９分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

他に質疑はありませんか。 

◯入 本 議 員   議長、４５番。 

◯﨑 岡 議 長   ４５番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   ３日間にわたりまして、桑岡委員長様ご苦労様でございした。私はあの

予算委員会の中でですね、今話題になっていると言っては失礼な話になる

のかもしれませんが、鳥インフルエンザが蔓延しておる中で、どのような

対応策、経過がとられたのか、委員会の中で意見が出たというふうに聞い

ております。その経過説明をしていただければというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

◯﨑 岡 議 長   予算審査特別委員長、桑岡達夫君。 

○桑岡委員長   失礼します。ご質問の件につきましては執行部の説明を求め、我々１８

人が慎重に審議をいたしました。以上で答弁を終わります。 

◯﨑 岡 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

質疑を終結いたします。 
これより討論に入ります。 

まず、本案１２件に対する反対討論の発言を許します。 

◯鳴 石 議 員   議長、７１番。 
◯﨑 岡 議 長   ７１番、鳴石勧君。 

◯鳴 石 議 員   先も質問しましたように、款民生費の社会福祉費、目人権推進費の２千

３３９万８千円。暫定３分の１予算といいながらも、明確な答弁がされて

いない。こういう、私は向原の出身ですから、今までの向原の予算からみ

ると異常なこの予算の組み方である。こういう人権推進費の組み方に対し

て反対という立場から、平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算に反対
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をいたします。 

◯﨑 岡 議 長   他に反対討論はありませんか。 

〔反対討論なし〕 

反対討論なしと認めます。 

次に、本案１２件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔討論なし〕 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

◯﨑 岡 議 長   これより議案第１１号、平成１６年度安芸高田市一般会計暫定予算につ

いての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１２号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計暫定

予算についての件を挙手により採決します。 
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 
次に議案第１３号、平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計暫定予算

についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１４号、平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計暫定予算

についての件を挙手により採決します。 
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１５号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計暫
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定予算についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１６号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事

業特別会計暫定予算についての件を挙手により採決します。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１７号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計

暫定予算についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１８号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計暫

定予算についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１９号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計暫定

予算についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 
次に議案第２０号、平成１６年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計暫

定予算についての件を挙手により採決いたします。 
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本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第２１号、平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント整

備事業特別会計暫定予算についての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第２２号、平成１６年度安芸高田市水道事業会計暫定予算につ

いての件を挙手により採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

〔挙手多数〕 

◯﨑 岡 議 長   挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ここで、１０時５５分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時４３分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１４ 一般質問 

◯﨑 岡 議 長   再開いたします。 

続いて日程第１４、一般質問を行います。 

質問の通告がありますので発言を許します。 

４５番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   議長のお許しを得ましたので、４５番入本和男でございます。 

３月１日付にて、安芸高田市職務執行者を中心にして既に市政は動いて

おります。我々議員は在任特例を認めていただき、こうして新市になり、

将来の建設計画について参加できる事を、非常に短い期間ではございます

が、喜びに感じております。付託を受けた一人の議員として、先の通告に

より３点について安芸高田市職務執行者織田邦夫さんに１点目として、安

芸高田市建設計画について伺うものでございます。 

執行者には大変失礼ですが、職務執行者として短くお呼びさせていただ

くことをお許しいただきたいと思います。私は職務執行者は、美土里町町
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長時代における実績を外部から拝見させていただきますと、町長在任３期

と思われますが、既にその時点で将来合併の必要性が見えていたのではな

いかと思います。と申しますのは､地域文化を残し若者定住、３次産業と

観光の神楽門前湯治村の建設、教育の充実で美土里小学校の統合、弱者に

配慮した美土里町総合生活のバス。また、最近オープン間近の地場産業育

成、道の駅北の関宿安芸高田。また、高齢者福祉に対しては高宮町と共同

の高美園。交通網の整備では、塩瀬トンネルの開通。農業施策におかれま

してはほ場整備等々、数多くの実績を残され、また他町では財政難の折、

美土里町におきましては合併前には人輝く地域づくりに、４振興会に２千

５００万円の基金の配付。まさに美土里町にあった住民の福祉を考えられ

住民協働のまちづくりをされているように思います。職務執行者は５０日

間とはいえ、すばらしい実績があり、市政の職務執行のできる市長でもあ

りますので、そこで職務執行者に建設計画についての考えを伺うものでご

ざいます。 

職務執行者は新市に向けての考えは、人いわゆる人材有効活用を考えて

おられます。まさに、大変重要なことで、人づくりはまちづくりと今から

は最も必要なことでハードに勝るものだと思います。人材にも義務的経費

が発生しますが、ハードにおいてはより多くの財政面を圧迫し、間違った

選択をすると一生市のお荷物になりかねません。というのも、ご存知のよ

うに国会においても厚生省の問題、他町ではダム補償で大きな家を建築し

たのは良いが固定資産税が払えず、売り出すという悲惨な家族があること

もご承知と思います。また、長野知事選挙においては、ダム建設が決定し

たにも関わらず脱ダム宣言で住民の決断で田中知事が誕生し、まさに、一

人ひとりの力だと思います。 

ところで現状は、新市におきましての将来の公金の安定性も無く、中国

新聞の取材で市のある幹部職員は合併しなければ倒産、合併しても今の行

政を運営するならば数年後には同じ事が起きると指摘があります。私は合

併は賛成でしたが、各論については現在７３名の議員と執行部といろいろ

な角度から短い期間ではありますが、建設計画を進めるには、今一度急が

ず住民の声を聞く必要があると思います。支所を覗ってみても、各支所の

声を聞いてみますと、現在の支所がもったいないとか寂しいとか、ある先

輩議員は今の話題の鶏を例えにして、まるで鶏の毛が毟られたようだとい

う声も聞く中で、実績と１０年先が見える非常に職務執行者として尊敬す

る織田邦夫氏に対し、建設計画の考えを伺うものでございます。 

次に、２点目としまして支所機能についてでございますけれども、支所

機能におきましては指定金融機関ＪＡになっていますが、当然支所にはＪ

Ａの職員が駐在すると思いましたが、現状ではそのようになってないよう

に見えます。 

今後、この件につきましては早急に支所も公金を取扱うのには戸惑って

いるように思いますけど、この現状をどのようにお考えかお伺いするもの

でございます。 
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次に３点目でございますが地域推進委員についてお伺いします。 

３月１日付けで日本一の住民自治の川根振興会の会長さん辻駒健二会

長さんが登用されております。地域振興会を中心とする自治におきまして

非常に力強い人選をされていると思っておりますが、自治振興部での位置

付け、活動内容が分かれば現在地域でも振興会が活動し、また、人材不足

により行き先が見えない振興会等がございます。 

どのようなお考えでどのような行動をされるのか、この点について伺う

ものでございます。 

以上３点について職務執行者に対し伺うものでございます。 

◯織田市長職務執行者   はい、議長。 

◯﨑 岡 議 長   市長職務執行者、織田邦夫君。 

◯織田市長職務執行者   ただ今の入本議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、安芸高田市の建設計画についてのお尋ねでございますが、この安

芸高田市建設計画は市の基本計画を定めたもので、まちづくりの合言葉を

「人輝く安芸高田」といたしております。 

また、この「人輝く安芸高田」を表現していくために、市民の皆様方の

自主的な住民自治活動を基盤とした市民と行政との協働のまちづくり、地

域づくりを掲げております。市民自らが、まちづくりへの積極的に参画を

することによって、「合併して良かった。安芸高田市に本当に住んで良か

った。」とこのように感じていただく事ができ、このことが合併という世

紀の大事業を推進してきた私共に与えられた使命であると強く認識をい

たしております。 

また、新市建設計画は、各町のこれまでの総合計画の理念を尊重し、積

み残された課題を解決する事で、旧６町の速やかな一体化を図りますとと

もに、それぞれの個性を生かした均衡ある発展と住民福祉の向上を図るこ

とを基本に策定をいたしております。このことは、等しくご承知をいただ

いているところでございます。 

建設計画の具体化につきましては、今後におきまして作成をいたします

基本構想及び基本計画、更には実施計画に委ねることとなりますが、ご承

知のように財政計画は非常に厳しい中でございますが、この財政計画との

整合性にも十分意を考慮いたし、限りある財源を最大限に活用、有効にし

ていきたいと、このように考えておりますので、市民の皆さんの付託に答

えるべく最善の努力をする必要があると、このように認識をいたしており

ますので、どうかご理解を賜りますようお願いします。 

なお、最初に言い忘れましたが、私事旧美土里町の町長でございます。

大変お褒めの言葉をいただきまして、大変恐縮をいたしております。 

新しい基本構想、基本計画等を作成する場合には、当然のことながら市

の振興計画審議会へも諮らねばなりませんし、この段階においては議会の

承認も必要になって参ります。 

今、合併して２０日あまり経っておりますが、できるだけ早い機会に新

市長が決まり次第そのような方向でいきたいと思いますし、１６年度の予
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算編成にあたりましては７月まででございますので、暫定予算を義務的経

費、あるいは投資的経費が主でございますが、政策経費これは新市長が出

てから決める事でございますが、建設計画というものが６町の町長皆様方

と合意の上で出来ております。これを中心に基本計画、基本構想がなされ

るものと思います。 

なお、暫定予算の内には、ご承知のように平成１２年１月から安芸たか

た広域連合を組んでおりまして、これによっていろいろ協議してきた問題、

積み残しの問題もございます。それらへの対応等の予算も一部的には入れ

ております。高田郡内６町長は、統一意見でございまして同じ意見を持っ

てまちづくりに進んでおりますので、旧６町間の町長の考えは皆同じ考え

でございますので、先程申しました事は６町の町長も十分認識をいたして

おるところでございます。 

さらには、財政を非常に圧迫しておる人件費の問題でございますが、こ

れは、先にも申しましたように人事適正化計画を作成いたしまして、適正

な人事配置をやり、今後どうしても削減を主に取り組んでまいらなければ

なりません。現在は寄り集まりというようなことで支所もありますが、な

かなか本庁内の人事も部長をはじめ各課長、全然各町から来ていない課も

ございます。 

ご承知のように３月の９日に３月の暫定予算、今回１２日に本予算とい

うことで職員の者も非常に事務的に複雑多岐を抱えております。もう少し

時間をいただきましてその分野分野の責任は何課何係というようにぴし

ゃっとしておりますが、やはり旧他の町村も必要でございますし、全市的

な立場に立って職員は事務をやることも必要でございます。職員もしっか

り勉強して市民の皆さんの付託に答えるように努力するように、私からも

強く指示いたしております。少し時間をいただきましてその点はご容赦を

いただきたいと思います。 

次が２点目の支所機能についてでございますが、皆様には既にご承知い

ただいておりますとおり、第１回臨時議会において専決処分のご承認をい

ただきましたように、高田郡農業協同組合を指定金融機関として３月１日

から稼動をいたしております。 

具体的には本庁に指定金融機関の派出所を設置いたし、農協職員が公金

の取り扱いを実施いたしております。現在、各支所には指定金融機関の派

出所は設置されておりません。従いまして、支所におきまして市民の皆様

からの納付をいただきます税金であるとか、あるいは使用料等の収納につ

きましては支所の職員を出納員及び分任出納員に任命をいたしまして、そ

の任にあたらせております。住民サービスの低下を招かないように運用を

してまいります。 

具体的には支所内の市民生活課が収納した一日分の公金を集約しまし

て、毎日夕方に指定金融機関の回収職員に引渡し、指定金融機関の総括店

に集められているのが現状になっております。また、税金等の納付につき

ましては最寄りの金融機関等も利用していただくよう、今後この啓発を行
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っていきたいと思います。当然郵便局等も含みます。 

次が３点目の地域振興推進員についてでございますが、先程の新市建設

計画の答弁において、安芸高田市のまちづくりの合言葉を「人輝く安芸高

田」と申し上げ、その方法として市民と行政が協働のまちづくりの推進を

やっていくという、このように申し上げました。この協働のまちづくりを

推進するためには自らの地域は自らの手でとする地域振興組織の育成支

援による住民自治組織と地域活動の向上を基に、住民参画の行政展開が不

可欠であると、このように考えます。 

各町では、こうした状況に備えるために合併前から地域振興組織の育成

及び結成を積極的に行っていただき、その結果市内全域に３２の地域振興

組織が最近組織化され、その運営や活動にはまだまだ不十分なものが多く、

適切な指導が必要であるとこのように考える観点から地域振興推進員を

設置し、それぞれの地域組織の充実に向けて支援を行っていく、こういう

つもりで任命をいたしました。 

具体的な活動内容といたしましては、個々の地域振興会組織、または、

連合組織が行います研修会であるとか、あるいは諸会議等の指導、助言、

日常生活への相談等を行うこととなっております。 

以上３点について入本議員の質問の答弁といたします。終わります。 

◯﨑 岡 議 長   これにて一般質問を終結いたします。 

以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたし

ました。 

これにて、平成１６年第１回安芸高田市議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労様でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時１８分 閉会 
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上記会議次第は事務局員の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するた

めここに署名します。 
 

                            平成１６年      月      日 

 

              安芸高田市議会議長 

 

 

 

          会議録署名議員 

 

 

 

          会議録署名議員 
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